
596

附
属
書
八
（
第
九
章
関
係
）

商
用
目
的
の
国
民
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
特
定
の
約
束

第
一
編

日
本
国
の
特
定
の
約
束

第
一
節

短
期
の
商
用
訪
問
者

１

業
務
連
絡
（
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
の
た
め
の
交
渉
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
活
動
（
日
本
国
の
区
域

内
に
お
い
て
投
資
財
産
を
設
立
す
る
た
め
の
準
備
活
動
を
含
む
。
）
に
参
加
す
る
た
め
、
日
本
国
内
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と

な
く
、
か
つ
、
一
般
公
衆
に
対
す
る
直
接
の
販
売
に
従
事
せ
ず
、
又
は
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
日
本
国
に
滞

在
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民
に
つ
い
て
は
、
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
（
そ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

２

１
に
規
定
す
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
含
む
入
国
審
査
の
た
め
に
必
要
な
文
書
が
提
示
さ

れ
た
場
合
に
は
、
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民
に
対
し
、
労
働
の
許
可
の
取
得
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、
許
可
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
当
該
国
民
が
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
日
本
国
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
法
令
で
あ
っ

て
、
第
九
章
の
規
定
に
反
し
な
い
も
の
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
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ペ
ル
ー
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

(a)

当
該
国
民
が
１
に
規
定
す
る
業
務
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
文
書

(b)

当
該
国
民
が
国
内
の
雇
用
市
場
へ
の
参
入
を
求
め
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠

(c)
３

日
本
国
は
、
１
に
規
定
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民
が
次
の

及
び

の
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
２

の
要

(a)

(b)

(c)

件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
。

予
定
さ
れ
て
い
る
業
務
活
動
の
報
酬
の
源
泉
が
、
日
本
国
の
国
外
に
あ
る
こ
と
。

(a)

業
務
を
行
う
主
た
る
場
所
及
び
利
得
が
実
際
に
帰
属
す
る
場
所
が
、
主
と
し
て
日
本
国
の
国
外
に
あ
る
こ
と
。

(b)
４

日
本
国
は
、
業
務
を
行
う
主
た
る
場
所
及
び
利
得
が
実
際
に
帰
属
す
る
場
所
に
つ
い
て
、
口
頭
に
よ
る
申
告
を
受
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
更
な
る
証
明
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
簡
で

あ
っ
て
、
雇
用
者
又
は
代
表
機
関
か
ら
の
も
の
を
十
分
な
証
拠
で
あ
る
と
認
め
る
。

５

日
本
国
は
、
次
の
こ
と
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

１
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
条
件
と
し
て
、
事
前
承
認
の
手
続
又
は
同
様
の
効
果
を
有
す
る
他
の

(a)
手
続
を
要
求
す
る
こ
と
。
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１
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
し
て
数
量
制
限
を
課
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
。

(b)

第
二
節

企
業
内
転
勤
者

１

次
の

か
ら

ま
で
の
要
件
を
満
た
す
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
そ
の
期
間

(a)

(c)

は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ

(a)
た
り
、
日
本
国
の
区
域
内
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
又
は
日
本
国
の
区
域
内
に
お
い
て
投
資
を
行
う
企
業
に
よ
っ

て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
企
業
の
日
本
国
に
お
け
る
支
店
若
し
く
は
代
表
事
務
所
に
転
任
す
る
者
又
は
当
該
企
業
が
所
有
し
、
若

(b)

(a)
し
く
は
支
配
し
、
若
し
く
は
当
該
企
業
と
関
連
す
る
他
の
企
業
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
若
し
く
は
組

織
さ
れ
る
も
の
に
転
任
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(c)

長
と
し
て

に
規
定
す
る
企
業
の
支
店
又
は
代
表
事
務
所
を
管
理
す
る
活
動

(i)

(a)

役
員
又
は
監
査
役
と
し
て

に
規
定
す
る
他
の
企
業
を
管
理
す
る
活
動

(ii)

(b)
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に
規
定
す
る
他
の
企
業
の
一
又
は
二
以
上
の
部
門
を
管
理
す
る
活
動

(iii)

(b)物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日

(iv)
本
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在

留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又

(v)
は
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る

も
の

注
釈

こ
の
１
の
規
定
の
適
用
上
、
企
業
が
他
の
企
業
と
「
関
連
」
す
る
と
は
、
当
該
他
の
企
業
が
、
当
該
企
業
の
財
務

及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
い
う
。

２

１

又
は

に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と

(c)
(iv)

(v)

は
、
１
に
規
定
す
る
国
民
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
又
は
十

年
以
上
当
該
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
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な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

３

日
本
国
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
し
て
数
量
制
限
を
課
し
、
又
は
維
持
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
三
節

投
資
家

１

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民
に
つ
い
て

は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
そ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
そ
の
経
営
を
行
う
活
動

(a)

日
本
国
の
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
い
る
も
の
に
代
わ
っ
て
当
該
事
業
の

(b)
経
営
を
行
う
活
動

日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
で
あ
っ
て
日
本
国
の
者
以
外
の
者
が
投
資
し
て
い
る
も
の
の
管
理

(c)
注
釈

こ
の
節
に
規
定
す
る
「
事
業
」
に
は
、
ペ
ル
ー
料
理
店
及
び
ペ
ル
ー
料
理
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

２

日
本
国
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
し
て
数
量
制
限
を
課
し
、
又
は
維
持
し
て
は
な
ら
な

い
。
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第
四
節

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
法
律
、
会
計
又
は
税
務
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国
民

で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は

三
年
間
（
そ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
護
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(a)

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
管
轄
地
の
法
律
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
。
た
だ
し
、

(b)
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
外
国
法
事
務
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
弁
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(c)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
海
事
代
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
海
事
代
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(d)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
公
認
会
計
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
会
計
士
が
提
供
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の

(e)
サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
税
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
税
理
士
が
提
供
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

(f)
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第
五
節

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
に
基
づ
き
高
度
の
水
準
の
技
術
若
し
く
は
知
識
又

は
産
業
上
の
特
殊
な
分
野
に
属
す
る
専
門
的
な
技
能
を
必
要
と
す
る
事
業
活
動
に
従
事
す
る
ペ
ル
ー
の
商

用
目
的
の
国
民

１

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
（
雇
用
契
約
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的

な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
事
業
活
動
で
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の

国
民
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
そ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が

許
可
さ
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本

(a)
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は

(b)
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

ペ
ル
ー
料
理
に
関
す
る
専
門
的
な
技
能
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で

(c)
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定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
能
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の
。
た
だ
し
、
当
該
活
動
に
従
事
す
る
ペ
ル
ー
の
商
用
目
的
の
国

民
が
次
の

に
規
定
す
る
全
て
の
要
件
又
は

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(i)

(ii)

ペ
ル
ー
料
理
人
と
し
て
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
ペ
ル
ー
に
お
い
て
国
に
代
わ
っ
て
教
育
機

(i)
(A)

関
が
発
行
す
る
修
了
証
書
を
取
得
す
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
当
該
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
た
期

間
を
含
む
。
）
。

ペ
ル
ー
料
理
人
に
免
許
を
付
与
す
る
た
め
の
ペ
ル
ー
料
理
に
関
す
る
ペ
ル
ー
の
国
家
試
験
に
合
格
し
て
い
る
こ

(B)
と
。
た
だ
し
、
ペ
ル
ー
政
府
か
ら
日
本
国
政
府
へ
の
当
該
国
家
試
験
の
制
度
の
設
立
に
つ
い
て
の
通
報
を
受
け
、
日

本
国
政
府
か
ら
ペ
ル
ー
政
府
に
対
し
、
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
国
家
試
験
の
制
度
を
承
認
す
る
旨
の
通

報
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。

日
本
国
へ
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
の
期
間
に
、
ペ
ル
ー
に
お
い
て

(C)
ペ
ル
ー
料
理
人
と
し
て
妥
当
な
額
の
報
酬
を
受
け
て
お
り
、
又
は
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

ペ
ル
ー
料
理
人
と
し
て
七
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
教
育
機
関
に
お
い
て
ペ
ル
ー
料
理
人
と
し
て
の
技

(ii)
能
を
習
得
す
る
た
め
の
三
年
以
上
の
教
育
を
受
け
た
後
、
ペ
ル
ー
に
お
い
て
国
に
代
わ
っ
て
当
該
教
育
機
関
が
発
行
す
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る
修
了
証
書
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

注
釈
１

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
妥
当
な
額
の
報
酬
」
と
は
、
日
本
国
の
当
局
が
毎
年
計
算
す
る
ペ
ル
ー
国
内

(c)

の
全
て
の
産
業
に
お
け
る
被
用
者
の
平
均
賃
金
額
を
超
え
る
額
の
報
酬
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
現
金
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
ペ
ル
ー
の
労
働
雇
用
促
進
省
が
公
表
す
る
給
与
及
び
賃
金
に
関
す
る
全
国

調
査
に
お
い
て
示
さ
れ
る
入
手
可
能
な
最
新
の
統
計
資
料
に
基
づ
く
も
の
を
い
う
。

注
釈
２

注
釈
１
に
規
定
す
る
「
平
均
賃
金
額
」
で
あ
っ
て
、
二
千
七
年
六
月
時
点
の
も
の
は
、
二
千
百
二
十
八
ヌ
エ

ボ
・
ソ
ル
で
あ
る
。

注
釈
３

こ
の

の
規
定
は
、

に
規
定
す
る
試
験
が
日
本
国
政
府
か
ら
ペ
ル
ー
政
府
に
通
報
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

(ii)

(i)
(B)

ペ
ル
ー
の
国
民
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

１

又
は

に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と

(a)

(b)

は
、
１

又
は

の
活
動
に
従
事
す
る
国
民
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了

(a)

(b)

す
る
こ
と
又
は
十
年
以
上
（
教
育
機
関
に
お
い
て
当
該
技
術
又
は
知
識
に
関
す
る
科
目
を
専
攻
し
た
期
間
を
含
む
。
）
当
該

活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
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る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

（
第
二
編
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）


